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２.竹富町の地域特性と福祉資源

各地域の特徴や現状把握を行

い、福祉資源と合わせてマップに

起こし見える化を行いました。見

える化することにより、共通点や

強化したい点（地域課題）なども

見えてきました。 

 

 

住民同士の 

繋がりが豊か

島で最期まで幸せに 

暮らしたい 

朝の掃除 

買物 

散歩 

いつも顔を 

合わせる人たち 

介護・リハビリ 

日頃の交流 

島の中でのつながり 

診療所 

祭り、行事、集まり 

助けあい・見守り・支え合える地域 

地図上のマークの種類 

ヘリポート 公民館・自治会館 
スーパー・商店

駐在所 郵便局 通いの場 

学校 診療所 ガソリンスタンド 

通い 

保育園・幼稚園 

小・中学校 

駐在 

民生・児童委員 
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全体 325人 要介護認定者 21人 

65歳以上 109人 要支援認定者 6人 

75歳以上 70人 65歳以上単身世帯 45世帯 

生産年齢人口 170人 高齢化率 33% 

年少人口 46人 

【通いの場】 

●サロン

・ほほえみの会 (月 1回・第 3木曜日 10時～)

・まーまーず（毎週木曜〈第 3木曜を除く〉10時～）

●いきいき百歳体操

まーまーず内で実施 

●古謡の会

毎月 10日と 25日に開催 

●老人クラブ

地域の行事 

・種子取祭(旧暦 9月～10月甲申より 9日間）

・豊年祭（旧暦 6月～7月頃）

・公民館の祭事、行事  ・春、秋の大掃除

≪地域の特徴・強み≫ 

・神行事がとても多い。西屋敷、東屋敷、仲筋の部落ごとの結束が強く、月 1回部落会議を行っている。

・景観を守るため、まちなみ条例を制定し取り組んでいる。

・石垣島から一番近いこともあり観光業が盛ん。

・いきいき百歳体操（通いの場）は、サロンの中で実施しており送迎もあるので高齢になっても継続して参加できる。

・集落支援員が配置されており、住民にも役割が浸透しているため多様なニーズに対応する体制が構築できている。

（まちなみ保存の取組、公民館支援、島民の支援 等）

・竹富島に駐在所はなく、小浜駐在所が兼務している。

【ケア会議等で把握した強み・課題】 

〇集落支援員が常駐しており、高齢者の日常生活での困りご

となど可能な範囲で対応してくれている。 

（庭の掃除や木の剪定なども） 

〇月 1回住民主体の座談会が行われている。座談会から有

償ボランティア「しむあーし」や、お泊りサービス「あうしょー

ら」が誕生した。 

【配食サービス】 

・ほっともっと （月・水・木・土・日） ・内盛商店（火・金）

・まごころ弁当 （月・水・木・土） ・百果報（木）

ゆくい処 
デイサービスさみん 

竹富複合型福祉施設 
・竹富保育所
・子育て支援センター

ほほえみの会（サロン）
まーまーず（サロン・百歳体操）
古謡の会

竹富島 の地域特性と福祉資源

まちなみ館 
(公民館) 

あいのた会館 

（東部落集会所） 

いんのた会館 

（西部落集会所） 

 

 

Mi

仲筋 
いくつになっても 

地域住民すべての人が 

役割を持って祭事に関わる 

祭りの中に生活がある 

公民館を中心とした強い繋がり 

町立竹富診療所 

【お出かけサポート】 

なし 住民・集落支援員など臨機応変に対応 

Mih

西屋敷 

あさどや 

Mih

東屋敷 

 

まうてぃや 

内盛商店 

 たきどぅん 

羽山会館 
(仲筋集会所) 

【 うつぐみの心 】 

一致協力の心が竹富島

の基本精神 

車エビ養殖場 

竹富小中学校 

通い 

通い 

通い 

竹富東港 

【有償ボランティア】 【お泊りサービス】 

・しむあーし ・あうしょーら

【デイサービス】 ・さみん  （月・火・水・金） 

※令和 7年 9月末現在
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全体 219人 要介護認定者 10人 

65歳以上 64人 要支援認定者 2人 

75歳以上 28人 65歳以上単身世帯 35世帯 

生産年齢人口 121人 高齢化率 29% 

年少人口 34人 

≪地域の特徴・強み≫ 

・畜産が盛ん。人口に対し牛の数は約 10倍(3000頭以上)。

・セリは 2か月に 1度開催。

・年に 1回開催の『牛まつり』では観光客も多く訪れる。

・黒島に駐在所はなく、西表大原駐在所が兼務している。

・子どもから高齢者まで地域のみんなが集える笑いてぃサロ

ンがある。

・黒島複合型施設建設予定。

【地域の行事】 

・旧正月の大綱引き(旧暦 1月 1日)

・牛まつり(2月最終日曜日）

・豊年祭（旧暦 6月～）

【配食サービス】 

・ふぅがぁる （火・木・土）

・かふう （月・水・金）

【ケア会議等で把握した強み・課題】 

〇高齢者が体調を崩した時や認知症になった場合、地域の手を 

借りながらでも生活できる人はいるが、現状では家族で見ること 

が難しく島外の施設に入所してしまうことが多い。 

〇高齢者が少なくなってきている。 

〇お出かけサポートのニーズは高いがそれに対応するものがない。 

〇配食サービス週 5回のニーズがあったため、1事業所追加。 

〇デイサービスの再開を希望する声がある。 

【通いの場】 

●サロン

笑いてぃサロン（毎週火曜 9時～） 

●いきいき百歳体操

100才クラブ（婦人の家・毎週木曜 10時半～） 

●老人クラブ

ゆくい処 
デイサービスさみん 

(ウイヌ家) 休止中

黒島 の地域特性と福祉資源

婦人の家 

 笑いてぃサロン（サロン） 

 黒島 100才クラブ（百歳体操） 

黒島伝統芸能館 

（公民館） ゴミステーション 

宮里海岸 

黒島保育所 

Mi

Mi

宮里 

東筋 

仲本 

Mi

保里 

“ハートアイランド” 

とも呼ばれる💛 

※令和 7年 9月末現在

【お出かけサポート】 

なし 

町立黒島診療所 

Mi

伊古 

 
たま商店 

黒島小中学校 

ゴミステーション 
伊古桟橋 

 
海岸には漂着物を回収する。 

ゴミステーションを 2か所に設置し、 

ボランティアが回収を行っている。 
牛セリ市場● 

黒島港 

●黒島ビジターセンター 通い 

通い 
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全体 764人 要介護認定者 14人 

65歳以上 138人 要支援認定者 9人 

75歳以上 63人 65歳以上単身世帯 68世帯 

生産年齢人口 523人 高齢化率 18% 

年少人口 103人  

≪地域の特徴・強み≫ 

・農業が盛んな地域、特にサトウキビ畑が多い。

・地域祭行事は多く、中でも『結願祭』には観光客も

多く訪れる。

・祭行事の多い地域のため、地域住民同士のつながりは

強い。

・集落支援員を 2024年 1月より配置している。

【地域の行事】 

・豊年祭（旧暦 6月～7月頃）

・結願祭（旧暦 8月～9月頃）

・細崎ハーリー

・カジマヤー

【ケア会議等で把握した課題】 

〇介護人材や通いの場のボランティアがいない事が課

題。その為、介護職員初任者研修を実施。 

【配食サービス】 

てぃーだ食堂  （月・火・水・木・金・土） 

【お出かけサポート】 

 くまま：平日のみ 
【通いの場】 

●サロン

・うふたき会 小浜ばぁちゃん合唱団（KBG84）

（毎月 1回 10時～）

●いきいき百歳体操

ちゅらさん会（小浜公民館で毎週土曜 10時～） 

●老人クラブ

小浜島 の地域特性と福祉資源

小浜複合型福祉施設 

・小浜保育所

・デイサービスくまま

ゆくい処 

ちゅらさん子育て支援センター 

祭事では、八重山織の着物を着用。 

織物、料理等の様々な伝統行事が受継

がれている。 

細崎防災施設 

 

うふたき会（サロン）
Miha

Mi

Mi

細崎 

村内 

東細崎 

細崎地区は海人や若い世代の移住者が多い。 

団地が完成した。 

※令 7年 9月末現在

県立小浜診療所 

小浜島集会施設（公民館） 

ちゅらさん会（百歳体操） 

 
前本商店 

小浜小中学校 

通い 

通い 

はいむるぶし 

小浜港 

運動器具を設置。 

（ワークショップにて実現）

構造改善センター 

（集落センター） 

【デイサービス】 

・くまま （月・水・金）
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全体 877人 要介護認定者 25人 

65歳以上 221人 要支援認定者 18人 

75歳以上 85人 65歳以上単身世帯 86世帯 

生産年齢人口 530人 高齢化率 25% 

年少人口 126人 

 

 

 【ケア会議等で把握した課題】 

○ちょっとした困りごとを住民同士で助け合えるシステムが欲しい。

○訪問型サービスをもっと利用したいという人が多い。

○通所型デイサービスの通所回数を増やしたいという声あり。

【地域の行事】 

・豊年祭、結願祭（古見地区） ・大原祭（大原地区）

・入植祭（豊原地区・大富地区）・移転祭（美原地区）

【通いの場】 

●サロン

・大原ぱいぬサロン（月 1回第 2水曜日 13時半～）

・あしながおばさんの会（月 1回第 2月曜日 10時～）

・大富ふれあいサロン（月 1回第 3水曜日 13時半～）

・こみゆサロン（月 1回第 2水曜日 10時～）

・白ゆり会（月 2回第 2・4土曜日 14時～）

●いきいき百歳体操

・さんクラブ豊原（豊原開拓の里で毎週土曜 14時～）

・大原百歳体操（大原公民館で毎週金曜 10時半～）

・大富すいよう会（大富公民館で毎週水曜 13時半～）

・古見いきいきクラブ（古見の浦の里で毎週木曜 14時半～）

・美原粋き生きクラブ（美原公民館で毎週日曜 14時～）

●その他

リッカリカゆんたく（住民主体）

●老人クラブ

・豊原老人クラブ  ・大原老人クラブ

・大富老人クラブ

【配食サービス】 

・ほっともっと （木・土）

・みんなの居場所 （水）

・南の島のテイクアウト食堂あい（木・金・土）

・花ずみ（月・金）11月で終了

【お出かけサポート】 

・スオウの木

平日のみ

西表島東部 の地域特性と福祉資源  

≪地域の特徴・強み≫ 

・観光業と農業、畜産が盛ん。かぼちゃ「こふき」はブランド化されている。

・住民主体のデイサービスである通所型サービス B（なかよし会）があり要支援者や事業対象者が通っている。

・地域にある共同作業所「スオウの木」は、港のヤマネコ商店の運営とそこで作られた民芸品などを販売している。

・2025年から「みんなの居場所」開所。

 

① 

② 

③

① 

④ 

⑤ 

M

東部地区はさらに 

豊原・大原・大富・古見・美原・高那と 

6つに地域に分けられる（    参照） 

グランドゴルフや野球チ

ームなどの 

コミュニティもある

※令和 7年 9月末現在

Mi

⑥ 

2021年に生物の多様性が

認められ、世界自然遺産とし

て登録される 

浦内川 

仲間川 

仲良川 

Mi

高那 

Mi

Mi

Mi

大富 

大原 

豊原 

美原 

古見 

由布島 

仲間港 

 
ヤマネコ商店

【デイサービス】 

・さみん

（月・火・木）

【タケトミゲンキアッププログラム】 

短期集中予防サービス C型（通所型） ・1名（大富） 
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〇大原地区には、港や出張所、診療所、郵便局等が
ある。 

〇学校は、大原小、大原中 
〇スーパーは大原 
〇共同売店は大富 
〇デイサービスはゆくい処で実施。 
〇東部複合型福祉施設に子育て支援センターがあ
り、子ども達が集まる。 

〇みんなの居場所施設内で就労継続支援事業所「ス
オウの木」が活動している。

西表島東部 の集落

②大原

③大富

① 豊原

町立交流センター 

開拓の里（公民館） 

さんクラブ豊原（百歳体操） 

白ゆり会 

⑤美原

④古見

古見の浦の里（公民館） 
古見いきいきクラブ 

（百歳体操） 

西表東部出張所 

大原小学校 

玉盛スーパー 

東部複合型福祉施設 
・大富保育所

・おおはら幼稚園

大原農村集落多目的集会施設 
（公民館） 

大原百歳体操 
大原ぱいぬサロン 

あしながおばさんの会 
（サロン）

リッカリカゆんたく
（住民主体）

県立大原診療所 

みんなの居場所 
共同作業所 

スオウの木

大原中学校 

大富農村集落多目的集会施設 
（公民館） 

大富すいよう会（百歳体操） 
大富ふれあいサロン 

大富保健指導所 
（地区担当保健師） 

美原農作業準備休憩室 

（公民館） 
美原粋き生きクラブ（百歳体操） 
こみゆサロン

大富共同売店 
売店前無人販売所 

大原駐在所 

通い 

通い 

通い 

通い 

通い 
通い 

通い 

通い 

通い 

通い 

通い 

ゆくい処 
デイサービスさみん 
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全体 10人 要介護認定者 0人 

65歳以上 5人 要支援認定者 1人 

75歳以上 4人 65歳以上単身世帯 5世帯 

生産年齢人口 5人 高齢化率 50% 

【配食サービス】 

なし 

【お出かけサポート】 

なし。住民同士で必要な時に対応。 

【ケア会議等で把握した課題】 

○新城緊急連絡先として携帯番号が記載されているが、誰の電話番

号なのか分からないので要更新。

○ヘリ要請も到着に約１時間かかる。

○蓄電池と、防災備蓄（水・食料）を設置。

【地域の行事】 

・小豊年祭 ・大豊年祭 ・結願祭 ・節祭
【通いの場】 

なし 

≪地域の特徴・強み≫ 

・上地（かみじ）、下地（しもじ）の 2つの島からなり、「パ

ナリ」と呼ばれている 2つの島の間は干潮時には、徒

歩で渡ることができる。上地島は集落があるが、下地

島は集落がなく牧場が広がっている。

・家の掃除のため、定期的に島に帰ってくる方が多い。

・小豊年祭は約 100人程、大豊年祭は約 500人程、新

城島にルーツのある方が戻ってくる。

 

新城公民館（防災施設） 

・1階：ホール

・2階：備蓄庫

・3階：屋上

〒郵便ポスト

一週間に 2～3回 

郵便が大原から運

ばれてくる 

↑

水の配管（海底）

Mih

上地島 

Mih

下地島 

※令和 7年 9月末現在

下地 

↓ 

新城島 の地域特性と福祉資源

定期船がない 

上地港 

パナリ牧場 

長崎 

浜崎 
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全体 1494人 要介護認定者 40人 

65歳以上 340人 要支援認定者 9人 

75歳以上 133人 65歳以上単身世帯 143世帯 

生産年齢人口 953人 高齢化率 23% 

年少人口 201人  

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

【ケア会議等で把握した課題】 

○集落支援員を干立・祖納・白浜地区に 1名、船浮地区に 1名配

置。該当地区での生活援助等を行なっている。

○上原地区でいきいき百歳体操の場所が変わってから参加できな

くなった方（後期高齢者が多い）もいたので、南風見苑でも行うよ

うにした。

○船浮地区にも配食サービス開始。

【地域の行事】 

・デンサ節大会 ・白浜ハーリー

・豊年祭（旧暦 6月～7月頃）

・節祭（旧暦 9月～11月頃）

【通いの場】 

●サロン

・結の会 ＜祖納・干立＞

（月 1回第 3木曜日 10時～）

・人生ゆいまーるの会＜白浜＞

（月 1回日曜日 10時半～）

●いきいき百歳体操

・にこにこ会（上原複合型施設で毎週水曜 10時～）

・野椰子の会(干立公民館で毎週火曜 10時～)

・しらさぎ会(祖納公民館で毎週火曜 10時～)

・千鳥会(白浜公民館で毎週金曜日 10時～)

【お出かけサポート】 

南風見苑：平日のみ 

【配食サービス】 

・南風見苑 （月・火・水・木・金）

白浜・船浮

・屋良商店 （月・水・金）

 

⑦ 

 

西部地区では、日

本救急システム

（JEMS）が常駐し

ており、緊急時対

応をしている。 

西表島西部 の地域特性と福祉資源
西部地区はさらに、上原（船浦・上原・中野・
住吉・浦内）西表（干立・祖納・白浜・船浮）の
9つの地域に分けられる（     参照） 

 

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi Mi

Mi

船浮 

白浜 

干立 

祖納 

船浦 

住吉 

浦内 上原 

M
Mi

中野 

≪地域の特徴・強み≫ 

・観光業、農業が盛ん。

・祖納・干立地区の大きな祭事では、普段交流がない住民も参加し地域全体で取り組んでい

る。

・西表西部地区全体でヘルスメイトによる介護予防やイベントがある。

・“ニコニコ応援隊” ヘルスメイト、地域の方が協働して高齢者や子どもの栄養普及や食育活

動を行っている。

●老人クラブ

・上原老人クラブ ・干立老人クラブ

・祖納老人クラブ ・白浜老人クラブ

ゲートボール大会は 9～10回/年開催。 

グランドゴルフも行うなど、定期的に活動

している。 

 

※令和 7年 9月末現在

昔からその地域で生

活する方も多く祭・行

事がとても盛ん。 

浦内川 

仲間川 

仲良川 由布島 

上原港 

仲間港 

船浦大橋 

【デイサービス】 

南風見苑 （月・火・水・木・金） 
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西表島西部 の集落

⑥船浦 ⑦上原

⑨住吉 ⑩浦内

スーパー川満

特別養護老人ホーム 
南風見苑 
・デイサービス

船浦中学校 

デンサターミナル 
（上原港） 

上原多目的集会所 

ういばるデンサ会館 
（公民館） 

⑧中野

中野わいわいホール 

西部出張所 

保健指導所（地区担当保健師） 

上原複合型福祉施設 
・うえはら子育て支援センター

・上原保育所

・うえはら幼稚園

上原にこにこ会 

（百歳体操） 
上原小学校 

ときめきホール 
（地域活性化施設） 

中野ちゅらゆな館 
（公民館） 

上原駐在所 

スーパー八重

通い 

浦内地区地域活性化施設
（公民館） 

住吉公民館 

31



屋

良

商

店

西表保育所 

⑬白浜

⑪干立

⑫祖納

⑭船浮

スーパー星砂

白浜海人の家 
（公民館・宿泊施設） 

白浜千鳥会（百歳体操） 

人生ゆいまーるの会（サロン） 

西表農村集落多目的集会施設
（公民館） 

野椰子の会（百歳体操） 

白浜小学校

屋良商店

船浮小中学校

船浮港

自然資源活用型交流促進施設（公民館） 
しらさぎ会（百歳体操） 
結の会 

西表小中学校 

白浜港

県立西表西部診療所 

〇祖納地区に、郵便局、診療所 
〇学校は、船浦中、上原小、西表小中、白浜小、船浮小中がある。 
〇日用品の買い物などは川満スーパー、スーパー八重、星砂スーパー、屋良商店などがある。 
〇西部地区に特別養護老人ホーム南風見苑があり、島外の入居者もいる。 
〇上原複合型福祉施設にうえはら幼稚園、上原保育所、子育て支援センターがある。 

船浮多目的集会施設 

（公民館） 

地域おこし協力隊 

が常駐 

 
定期の通いの場はないが 
地域の方や民生委員、集落 

支援員が見守りをしている。 

通い 

通い 

通い 

通い 
通い 

白浜駐在所

32



全体 57人 要介護認定者 2人 

65歳以上 18人 要支援認定者 0人 

75歳以上 10人 65歳以上単身世帯 9世帯 

生産年齢人口 32人 高齢化率 31% 

年少人口 7人 

鳩間島 の地域特性と福祉資源

【配食サービス】 

なし 

【お出かけサポート】 

なし。住民同士で適宜対応している。 

【ケア会議等で把握した課題】 

○配食サービスが鳩間はない。

○配食サービスに相当するような地理的条件に合った食事

のサービスがあるとよい。

≪地域の特徴・強み≫ 

・人口 70人弱ほどの小さな島。風向きが北に変わると船が

欠航になり、特に冬は島から出られなくなることが多い。

・ほとんどの住宅は港近くにあり、歩いて移動できる距離で

あるが、送迎が必要な時は住民同士で対応している様子。

・学校は県内外からの子どもの受け入れを行っており、

つばさ寮で生活している生徒もいる。

【地域の行事】 

・鳩間音楽祭  ・結願祭 ・豊年祭

・8月 10日の鳩間の日  ・秋の音楽祭

【通いの場】 

●いきいき百歳体操

鳩間島コミュニティーセンターで不定期開催 

・リハビリテーション専門職派遣を年 2回実施。

・保健師と栄養士からの健康講話を年 1回実施。

 

鳩間島コミュニティーセンター（公民館） 

百歳体操 

鳩間簡易郵便局 

基本的に月に１回 

八重山病院から医師 

による往診がある 

（コミュニティーセンターで実施）

※令和 7年 9月末現在

留学支援多目的施設 
つばさ寮 

地域おこし協力隊が常駐しており、 
島の行事の手伝いや困りごとに臨機応変に
対応している。 

鳩間港 

鳩間小中学校 

通い 
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全体 446人 要介護認定者 14人 

65歳以上 136人 要支援認定者 6人 

75歳以上 58人 65歳以上単身世帯 68世帯 

生産年齢人口 242人 高齢化率 30% 

年少人口 68人  

波照間島 の地域特性と福祉資源

【地域の行事】 

・豊年祭（旧暦 6月～7月頃） ・ムシャーマ（旧暦 7月 14日）

【通いの場】 

●サロン

・すむづれの家 ・ハイビスカスは～もに～（休止中）

●いきいき百歳体操

・フコンの会（北部落会館で毎週月曜 10時～）

・波照間水曜会（保健センターで毎週水曜 10時～）

【ケア会議等で把握した課題】 

○北部落でいきいき百歳体操を行っているため、北部落周辺

の方しか参加していなかったため、保健センターでの体操

が開始された。

【配食サービス】  

すむづれの家（月・火・水・木・金） 

「すむづれの家」が運営している売店（あが

でぐに）では、島のおじぃ、おばぁの作った

民具等も販売している。 

冨嘉売店 

冨嘉部落会館 まるま売店

丸友売店（休止中）

 共同売店や地域行事で自然な見守り

農村集落センター

ふれあいセンター(公民館) 

北部落会館 
フコンの会

（百歳体操）

名石共同売店

南共同売店 

南部落会館

Mi

Mih

Mi

Mi Mi

冨嘉 

前 南 

名石 北 

診療所×すむづれの家×地域 

強い連携！！ 
 

≪地域の特徴・強み≫ 

・農業（サトウキビ・もちきびなど）が盛ん。

・小規模多機能型居宅介護事業所「すむづれの家」がある

・空港からの送迎バスが運行開始。

【お出かけサポート】 

なし。現在は「すむづれの家」が、臨機応変に高齢者の 

送迎対応をしている。 

歯科診療所 

波照間駐在所 

波照間出張所 

波照間保健センター 

 

波照間小中学校 

名石部落会館 

前部落会館 

複合型福祉施設 
・波照間保育所

ハイビスカスは～もに～

（サロン）休止中

波照間空港 

波照間港 

●日本最南端の碑

すむづれの家 

・小規模多機能サービス

サロン

通い 

通い 

通い 

通い 
波照間すいよう会 

（百歳体操） 

【タケトミゲンキアッププログラム】 

短期集中予防サービス C型（通所型）・5名 

※令和 7年 9月末現在

今も色濃く遺る組で 

キビ刈りを行う

ゆいまーるの風景
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１．地域福祉推進の基本的考え方  
竹富町の地域福祉は、行政、社会福祉協議会、関係機関、地域団体、住民が協働

して推進します。行政は制度や施策の整備を担い、社会福祉協議会は住民と行政を

つなぐ中核的支援機関として実践を支えます。住民は、「ゆいまーる」の精神に基

づいて地域の課題を共有し、互いに支え合う関係を育てます。 

本章では、地域福祉推進の体制と役割、連携の仕組み、そして PDCA サイクルに

よる運営の仕方を明らかにします。 

また、本計画で把握された「在宅支援拠点」「住まいの選択肢」「専門職住居の

確保」の課題は、関連計画・関係部署の検討と連動して具体化します。 

 

２．ゆいまーる連携体制 
本町では、これまで子ども・子育てを中心に多種多様な課題の協議体として機能

してきた「こども未来応援会議」を、地域福祉全体の推進と評価を担う総合的な協

議の場として「竹富町地域福祉計画推進会議」に位置付けます。 

近年、本町では子育て、高齢者支援、福祉サービス、医療、障がい、生活困窮、

自殺対策、再犯防止、防災など、住民が抱える課題が複合化し、個別分野だけでは

解決が難しい状況が生じています。 

本町では、それらの課題に取り組むとき、限られた体制で関係機関が連携しなが

ら、子どもから高齢者まで一体的に支える地域福祉の仕組みが不可欠です。 

このため本町では、「子どもの未来は地域の未来そのものであり、子ども・若者

の課題は、医療、福祉、教育、家族、そして地域全体の課題と密接につながってい

る」という認識に基づき、既存の「こども未来応援会議」を分野横断の地域福祉推

進会議へ拡張することとしました。 

今後は、この推進会議が、 

（1） 地域福祉計画および地域福祉活動計画の推進状況の点検 

（2） 自殺対策、再犯防止、孤立防止などの関連施策との連携 

（3） 年 1 回の総合評価（PDCA サイクルの「Check」「Act」） 

などを行い、町全体の地域福祉を俯瞰する「総合協議機関」として役割を果たし

ます。 

 

 

 

 第５章 地域福祉推進の仕組みと連携体制 
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図表 5-1 ゆいまーる連携体制 

主体 主な役割 

行政（竹富町） 
地域福祉計画・活動計画の推進、制度支援、庁内連携、自殺対策・再犯

防止等の総合調整 

社会福祉協議会 
地域福祉活動の実践主体 

サロン・見守り・ボランティア・生活支援体制整備の推進 

医療・介護事業所 多職種連携、予防・ケア・地域支援（診療所・介護施設等） 

教育機関（保育所・学校） 子育て支援、家庭への支援、防災教育、地域との橋渡し 

地域団体・公民館・自治会 行事、防災、居場所づくり、世代間交流等、地域力の基盤形成 

住民・ボランティア 見守り、支え合い活動、地域活動参加、情報提供、地域課題の共有 

竹富町地域福祉計画推進会議 

地域福祉に関する総合協議の場。 

計画推進状況の点検、自殺対策・再犯防止の協議、PDCA サイクル評価、

次年度方針の整理、年１回開催 

 

 
 

図 5‐2 竹富町子ども未来応援会議の仕組み  
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図 5‐3 竹富町子ども未来応援会議の体制 

 

 

 

 

３.  行政と社会福祉協議会の役割分担 
竹富町の地域福祉を推進する上での竹富町と竹富町社会福祉協議会の連携と役割

分担の明確化は不可欠です。 

両者は、役割分担を明確にしながら共同して地域福祉を推進します。 

 

図表 5-4 ゆいまーる連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                          
                         
                        

            
           
          
          

   
   

   

               

            
             
              
              

  

   

  

  

   

  

  

   

  

   

   

   

  

   

   

  
   

  
  

   

   

  

   

   

   

   
   
  

   

   

  

  

   

   

   

            

       
       
           

                      

       

       

       

   

  

   
  

   

   

  

   
   

   
   

   

  
   

分野 行政（竹富町） 竹富町社会福祉協議会 

相談・支援 総合相談窓口の設置、包括支援

センターの機能強化 

支援が届きにくい人への積極的支

援、相談支援活動、個別支援記録

の共有 

医療・介護・

福祉連携 

多職種連携会議の運営、防災・

災害支援との連携 

サロン・見守り・地域ケア活動の

実践 

地域づくり・

担い手育成 

拠点整備、人材育成研修、地域

福祉教育の推進 

ボランティア・地域活動支援、若

年層の参画促進 
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４.  相談支援体制の整備 
現状と課題 

竹富町では、生活・健康・子育て等の相談窓口が各課や社協に設けられている一

方、複合的な課題を抱える世帯ほど「どこに相談すればよいか分かりにくい」とい

う課題があります。 

結果として、相談が複数の窓口に分散し、支援が途切れたり遅れたりするリスク

が生じています。 

図表 7-5 に示すとおり、竹富町には、子ども・子育て、健康・保健、高齢者（認

知症・介護）、生活不安、権利擁護、防災等、それぞれの分野ごとに相談窓口が整

備されています。さらにオンライン相談や出張相談会など利便性向上の工夫も進め

られています。 

一方で、窓口が「分野別」に整備されているがゆえに、住民の困りごとが複合的

である場合ほど、次のような課題が生じやすい状況にあります。 

⚫ 相談窓口が多元化しており、住民がどこに相談すれば良いのか見極めにくい 

⚫ 相談内容が複数の部署をまたぐと、紹介・引継ぎが困難になっている 

⚫ 相談後どこが責任を持っての支援するのか不明確で支援が途切れるリスクが

ある 

 

このように、現場では各部署・各機関で相談機能を整備している一方で、「窓口

を増やす」だけでは解決しにくい構造課題（入口の多元化、縦割りの弊害、引継ぎ

の曖昧さ、支援責任の不明確さ）が残っています。 

今後は窓口そのものの追加ではなく、相談を受けてから支援が完了するまでを一

続きで管理できる仕組みを整備することが重要となっています。 
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図表 5-5 現状の相談体制一覧表 

担当部署 相談窓口名 対象 連絡先 主な内容 担当 

こども未来課 

教育委員会 

子ども未来応援会議・子

育て支援アドバイザー 

（QR コードより相談内

容、連絡方法等を送信す

ると相談対応が開始） 

障がい福祉相談 

町民や

その縁

故者 

QR コードより

アクセス 
学校生活や、友

人、子育てに関す

る悩み。発達障

害、依存症、DV

など 

子育て支援 

アドバイザー 

健康づくり課 健康相談 町民 
各地区 

保健指導所 

予防接種・健診

（検診）・健康管

理・妊産婦など 

保健師・管理

栄養士 

福祉支援課 
地域包括支援センター認

知症相談 

町の高

齢者や

家族 

電話番号 

0980-83-7415    

認知症に関する悩

み、制度や介護保

険サービスなど 

保健師・ケア

マネ・社会 

福祉士など 

福祉支援課 
地域包括支援センター福

祉総合相談 
町民 

電話番号 

0980-83-7415 

介護に関わる悩み 

住まいや生活不安 

権利擁護など 

保健師・ケア

マネ・社会 

福祉士など 

福祉支援課 出張シルバー相談会 町民 

電話番号 

0980-83-7415 
高齢者に関連する

悩みなど 

保健師・ケア

マネ・社会 

福祉士など 

こども未来課 

健康づくり課 

福祉支援課な

ど 

オンライン相談窓口 町民 

QR コードより

アクセス 
国民健康保険料の

納付 

介護保険料の納付 

健康に関する相談 

保育所の入所等 

町の職員 

防災危機 

管理課 
防災に関する相談 町民 

電話番号 

0980-82-1109 

防災に関するさま

ざまな相談 
町の職員 

社会福祉 

協議会 
福祉の総合相談 町民 

電話番号 

0980-84-3302 

生活困窮 

福祉サービス利用 

孤立防止 

地域活動など 

社会福祉士・

社会福祉主事 

・生活支援 

相談員など 

 

（1） 整備の基本方針（「相談の入口」を分かりやすくし、支援を途切らせない） 

本計画では、町内の福祉の相談窓口を整理して「見える化」するとともに、相談

を受けた後に関係機関が連携して支援方針と担当を決め、必要な支援につなぐ体制

を整備します。  

特に入口の分かりにくさと庁内・関係機関の連携体制の課題を同時に解決するこ

とを重視します。 

（2）具体的な整備内容 

具体的には以下のように整備します。 

① 相談窓口の整理と一覧の更新（見える化） 

住民が迷わず相談できるよう、役場の相談窓口を“入口の見える化”として再整理

し、広報・HP に掲載する案内様式を整備します（図表 5-6）。 
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図表 5-6 整備後の竹富町役場相談窓口のご案内 
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② 相談受付から支援決定までの流れを明確化します。（フロー整備） 

相談の流れを「相談体制フロー図」（図表 5-7）のように整備し、身近な相談窓

口から 役場・社協による担当の整理を行い、各分野・会議体につなぐまでの流

れを可視化します。 

③ 新しく複合課題への対応として「こども未来応援会議」の仕組みを活かした連携

体制を整備します。 

高齢、障がい、子ども・子育て、防災、医療・保健等の課題が重なるケースで

は、既存の「地域ケア会議」や「こども未来応援会議」等の会議体を活用し、関

係者間の情報共有や支援の担当や役割分担を定めます。 

 

図表 5-7  相談体制フロー図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 困りごと・相談 

まずは身近な 

相談窓口へ 

身近な相談窓口 

 
民生・児童委員 

 
集落支援員 

 
出張所役場職員 

各分野の担当 

高齢者福祉 

障がい者福祉 

こども・家庭 

防災 など 

複合的な課題を検討し
担当者を決定します 

医療・保健 

など 

内
容
に
応
じ
て
役
場
や
社
協
で 

適
切
な
担
当
者
に
つ
な
ぎ
ま
す 

 

こども未来応援会議 
※この会議を「竹富町地域福祉計画

推進会議」に位置付けます 

個別対応 

スタート ※オンライン相談も 
利用できます 

 

CSW 

 

保育士 
 

保健師 

（コミュニティー 

ソーシャルワーカー） 

地域ケア会議など 
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５．PDCAサイクルによる推進と情報公表 
計画の実効性を高めるため、行政・社会福祉協議会・関係機関が協働して PDCA

サイクルを運用します。成果は町広報誌などで公表し、住民への説明責任を果たし

ます。 

また、「竹富町地域福祉計画推進会議」において、年に１回を基本とし、計画の

進捗管理と課題共有を行います。 

推進会議では、各年度の取組状況や成果を確認し、課題や改善点を整理するとと

もに、翌年度の重点方向を協議・提言します。こうした継続的な点検と協議を通じ

て、竹富町の地域福祉をより実効性のあるものにしていきます。 

 

図表 5-8 竹富町地域福祉の PDCA サイクル 

 段階 主な内容 

Plan（計画） 年度ごとの重点施策と目標を設定し、連携体制を確認する。 

Do（実施） 行政・社協・地域団体が連携し、地域活動・支援事業を展開する。 

Check 

（評価） 

「竹富町地域福祉計画推進会議」で年１回進捗を点検し、課題と方

向性を整理する。 

Act（改善） 
推進会議の提言を踏まえ、評価結果を次年度計画や次期計画に反映

する。 
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１． 自殺対策計画策定の背景 
わが国の年間自殺者数は平成 10 年以降急増し、毎年３万人を超える高い水準で推移

していました。そのような状況の中、これまで「個人の問題」とされがちであった自殺

を「社会の問題」として広く周知し、国、地方公共団体、事業主、国民の責務として取

り組むことを義務付けた「自殺対策基本法」が平成 18 年 10 月に施行されました。 

また、翌年６月には自殺対策基本法に基づき「自殺総合対策大綱」が策定され、社会

的な取り組みにより自殺は防ぐことができるということが明確に打ち出されています。

そこには地方公共団体をはじめ、医療機関、自殺の防止等に関する活動を行う民間団体

等との密接な連携を図りつつ、自殺対策を強力に推進していくことも明記されています。 

「自殺対策基本法」に基づく「自殺総合対策大綱」は、おおむね５年に１度の見直し

を行うこととされており、平成 19 年 6 月以降、平成 24 年、平成 29 年、令和 4 年と、

これまでに 3 回の見直しが行われています。また、平成 28 年 4 月には「自殺対策基本

法」が改正され、「生きることの包括的な支援」として自殺対策を行うという理念が新

たに打ち出され、すべての都道府県及び市町村が「地域自殺対策計画」を策定すること

とされています。 

令和 4 年に閣議決定がなされた最新の「自殺総合対策大綱」では新型コロナウイルス

感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進が加えられ「命を支える自殺対策」という理念

のもと、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」をめざしています。 

 

図表 1 全国版自殺者数の推移（自殺統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成 

 

資料：警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成 

 

 竹富町自殺対策計画 
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２． 現状と課題 
全国的に減少傾向であった自殺死亡率（人口動態統計）は、令和 2 年に増加に転じて

います。これは令和元年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響と考えられており、

その後も徐々に増加傾向にある状況でした。 

本町においては、島しょの小規模町ということもあり、過去 5 年間の自殺者数は 1

ないし2で推移しています。しかしながら、令和5年の自殺死亡率が人口10万人対46.64

となり、本町の人口規模を鑑みた場合には高い傾向にあるといえます。 

沖縄県における傾向を分析すると、令和 2 年は全国と比して低い自殺死亡率でしたが、

令和３年以降は増加に転じています。特に男性では全国より高い水準が続いています。

年代別でみると、40 代から 60 代で約 6 割を占めており、八重山圏域においては、県全

体に比べ男性では 30 代から 50 代、80 歳以上、女性では 40 代で高い傾向にあります。 

また、沖縄県は不登校児童生徒や中途退学者の割合が全国に比べ高い傾向があり、将

来、困窮状態に至るリスクを抱えている者が多いと考えられています。自殺者の原因・

動機として健康問題や家庭問題のほかに、経済・生活問題も大きな要因として挙げられ

ています。 

生活困窮者は悩みや不安を誰にも打ち明けられないまま孤立しやすい環境にあり、自

殺のリスクが高いとされていることから、生活困窮の状態にある者、生活困窮に至る可

能性のある者が、自殺に至らないよう、各種相談窓口の連携強化を推進する必要があり

ます。また、そのように誰にも打ち明けられず悩んでいる人に「気づき」、「声をかけ」、

「話を聴き」、「見守り」、「相談先へつなげる」役割を担う「ゲートキーパー」を増

やすことや、情報を分かりやすく発信していくことが重要となります。 

 

図表 2 【竹富町】過去 5 年間にみる自殺者数と自殺死亡率（人：％） 

 
令和 2 年 

(2020 年) 

令和 3 年 

(2021 年) 

令和 4 年 

(2022 年) 

令和 5 年 

(2023 年) 

令和 6 年 

(2024 年) 

竹富町 
自殺者数 0 0 1 2 0 

自殺死亡率※ 0 0 23.28 46.64 0 

沖縄県 
自殺者数 238 247 269 265 238 

自殺死亡率 14.04 16.63 18.11 17.84 16.02 

全国 
自殺者数 21,081 21,007 21,881 21,837 20,320 

自殺死亡率 16.7 16.7 17.5 17.6 16.4 

※自殺死亡率とは、人口 10 万人当たりの自殺者数であり、自殺者数を人口で除して換算したものです。 

 

図表 3 【沖縄県】男女別自殺死亡者数の推移（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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３． 計画の基本方針 
本町では、令和４年１０月に閣議決定した「自殺総合対策大綱」に基づき作成され

ている「第二次沖縄県自殺総合対策行動計画」において掲げられる５つの基本方針を

踏まえた取り組みを推進します。 

 

図表 4 竹富町自殺対策計画の基本方針 

基本方針 1 生きることの包括的な支援としての推進 

基本方針 2 関連施策との有機的な連携の強化 

基本方針 3 対応の段階に応じた対策の推進 

基本方針 4 実践と啓発を両輪とする対策の推進 

基本方針 5 役割の明確化と連携・協働の推進 

 

【基本方針１】 生きることの包括的な支援としての推進 
自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことのできる社会

的な問題であることからも、自殺対策を生きることの包括的な支援として、社会全体

の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開する

ものとします。 

自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取り組みに加えて、「生きることの

促進要因」を増やす取り組みを行い、双方の取り組みを通じて自殺リスクを低下させ

る方向で、生きることの包括的な支援として推進する必要があります。 

(第二次沖縄県自殺総合対策行動計画より抜粋) 

 

図表 5 自殺対策の包括的な支援 

「生きることの促進要因」 「生きることの阻害要因」 

△家族や友人との信頼関係 ▼将来への不安や絶望 

△やりがいのある仕事や趣味 ▼失業や不安定雇用 

△経済的な安定 ▼過重労働 

△ライフスキル(問題対処能力) ▼借金や貧困 

△信仰 ▼虐待、いじめ 

△地域とのつながり ▼病気、介護疲れ 

△自己肯定感     など ▼孤独、役割喪失感   など 
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【基本方針 2】 関連施策との有機的な連携 
自殺に追い込まれるおそれのある人が、安心して生活し続けられるようにするため

には、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取り組みが

重要です。また、このような包括的な取り組みを実施するためには、様々な分野の施

策、人々や組織が密接に連携する必要があります。(第二次沖縄県自殺総合対策行動計

画より抜粋) 

 

図表 6 自殺の危機要因のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針 3】 対応の段階に応じた対策 
事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応等の段階に応じた施策を推進していきます。 

 

＜事前対応＞ 

心身の健康の保持増進についての取り組み、自殺や精神疾患等についての正しい知

識の普及啓発等、自殺の危険性が低い段階での対応。 

 

＜自殺発生の危機対応＞ 

現に起こりつつある自殺発生の危険に介入し、自殺を発生させない対応。 

 

＜事後対応＞ 

自殺や自殺未遂が生じてしまった場合に、家族や職場の同僚等に与える影響を最小

限とし、新たな自殺を発生させない対応。 

また、事前対応の更に前段階での取り組みとして、地域の相談機関や抱えた問題の

解決策を知らないがゆえに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少なくな

いことから、学校において、命や暮らしの危機に直面したとき、誰にどうやって助け

を求めればよいかの具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、つらいときや苦しいと

※『自殺実態白書 2013』（NPO法人ライフリンク） 

□社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化している。 

■複雑化・複合化した問題が最も深刻化したときに自殺は起きる。「平均４つの要因（問題） 

が連鎖する中で自殺が起きている」とする調査※もある。 
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きには助けを求めてもよいということを学ぶ教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）を

推進します。(第二次沖縄県自殺総合対策行動計画より抜粋) 

 

【基本方針 4】 実践と啓発を両輪とする対策 
自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥っ

た人の心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め

ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるという

ことが、地域全体の共通認識となるように積極的に普及啓発を行うことが重要です。

(第二次沖縄県自殺総合対策行動計画より抜粋) 

 

【基本方針 5】 役割の明確化と連携・協働 
「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」のためには、国、県、市町村、

関係団体、民間団体、企業、県民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進するこ

とが必要です。そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上

で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要です。(第二次沖縄県自殺総合対

策行動計画より抜粋) 

 

＜国の主な役割＞ 

国は、自殺対策を総合的に社会的制度のレベルで推進し、県を通じて市町村の

取り組みみを支援し、全国的に実施する啓発活動等の対策や関係省庁との連携に

よる総合的な対策を推進することとされています。 

・地域自殺対策推進センターへの研修、データ提供 

・自殺対策事業に対する厚生労働省の地域自殺対策強化交付金による補助 

 

＜県の主な役割＞ 

県は、地域レベルの自殺対策が実施されるよう、各種統計資料や研修会などに

より支援を行い、市町村と協力して地域の対策を推進します。また、自死遺族や

自殺未遂者に対する支援など広域的・専門的な対応が必要な対策を推進します。 

・データ提供と地域支援、技術的助言など 

・自殺未遂者に対する心理的なケアなど広域的支援体制の構築 

 

＜市町村の主な役割＞ 

市町村は、国や県から提供されるデータに基づき各自治体における自殺の状況

を把握するとともに、人口規模や利用可能な社会資源の状況を勘案し、各種住民

サービスと連動した効果的な対策に取り組むことが期待されます。 

・対面相談、直接的な相談事業 

・相談先の周知や心の健康づくりなどの啓発事業 

・窓口や相談支援業務、関係機関との連携事業 
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４． 基本施策 
「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指すため、地域で自殺対策

を推進するうえで欠かすことのできない５つの「基本施策」について、国が定めてい

る「地域自殺対策パッケージ」に基づき５つの基本施策（基本パッケージ）について

取り組みます。 
 

図表 7 竹富町自殺対策計画の基本施策 

  ＜基本施策＞ 

  （１）地域におけるネットワークの強化 

  （２）自殺対策を支える人材の育成 

  （３）住民への啓発と周知 

  （４）生きることの促進要因への支援 

  （５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

 

５． 施策の体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】   【基本方針】         【 基 本 施 策 】 
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（１）地域におけるネットワークの強化 

（２）自殺対策を支える人材の育成 

（３）住民への啓発と周知 

（４）生きることの促進要因への支援 

（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に 

関する教育の推進 
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６． 目標値の設定 

竹富町自殺対策計画における全体目標値として、自殺死亡者０人を目指します。 

図表 8 竹富町自殺対策計画の目標値 

■目標値 ベースライン（現状値） 目標値 出典 

自殺死亡者数 3 人 0人 
厚生労働省 

地域における自殺の基礎資料 

７． 基本施策の推進 

（1） 地域におけるネットワークの強化

自殺対策の推進には、保健・医療・福祉(高齢者、障がい者)・教育・労働・法律な

ど多様な主体が連携して取り組む必要があります。 

また、これらの多様な主体が連携・協働する、地域の実情に沿った切れ目のない

「包括的な支援体制（重層的支援）」を構築するため、既存の「竹富町こども未来応

援会議」の仕組みを自殺対策計画においても活用し、全庁的な取り組みに加えて外部

機関も取り入れた体制の構築を推進します。 

図表 9 竹富町こども未来応援会議の仕組み 

※現在、こども未来応援会議は子育て支援に特化せず、重層的支援体制の構築を目指しています。
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図表 10 竹富町こども未来応援会議の体制 
 

 
 

 

・町民税、国民健康保険料、水道料金、公営住宅賃料など自宅訪問のある業務及び各

種申請等の他課分野の業務を通じて、自殺につながるリスクを発見し必要な支援につ

なげます。 

・自殺リスク発見機能を擁することが考えられる窓口について 

  /竹富町社会福祉協議会 /地域包括支援センター /子ども・子育て支援センター 

 /保育所・幼稚園    /竹富町教育委員会   /地域保健指導所（保健師） 

 /民生委員・児童委員  /介護ケアマネージャー /生活保護ケースワーカー 

 /障がい者相談窓口   /人権相談窓口     /国民健康保険窓口 

 /町民税等窓口     /上下水道窓口     /公営住宅管理窓口 など 
 

担当課：総務課 政策推進課 税務課 上下水道課 町づくり課 福祉支援課  

健康づくり課 こども未来課 防災危機管理課 教育委員会 など 
 

＜行旅病人・行旅死亡人等について＞ 

行旅病人とは、歩行することができない行旅中の病人で療養先が見つからず、

救護者のない人をいい、行旅死亡人とは行旅中に死亡し引取者のいない人をいい

ます。 

本町は日本最果てにある手つかずの美しい島々というイメージからか、これま

でにも県内外の行旅人による自死、及び自殺企図の事例がありました。 
 

＜竹富町消防団による救急活動＞ 

本町は消防本部や消防署が無い、消防非常備自治体です。消防団員は本業を持

ちながら消防業務に従事しています。救急発生時においては、自宅や職場から消

防団が出動し、地域住民及び来訪者の生命、身体及び財産を守っています。 
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＜八重山保健所及び竹富町消防団等の多様な団体との連携＞ 

行旅病人・行旅死亡人についても地域性のあるリスク要因として捉え、島々で

暮らす地域住民たちや地区消防団を含む多様な団体等とネットワークの強化を図

り、自殺リスク発見機能の充実を図っていきます。 

 
＜八重山圏域自殺対策連絡会議への参加＞ 

ネットワークの強化にあたり、八重山保健所が開催する「八重山圏域自殺対策

連絡会議」に参加し、自殺を取り巻く課題の共有及び対策等についての検討と調

整について協議します。 

 

図表 11 地域におけるネットワーク強化の目標値 
 
 
 
 
 
 

（2） 自殺対策を支える人材の育成 

様々な分野において町民の支援に関わる方々を人材として確保、養成するた

めゲートキーパーの養成を行います。幅広い分野での自殺対策教育や研修等を

実施することで、一人ひとりが支えあう地域づくりに取り組み、いのち支える

自殺対策の実現を目指します。 
 

＜自殺対策に係る人材の養成＞ 

自殺のハイリスク者の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険を示すサ

インに気づき、適切な対応を図ることができる人材等（ゲートキーパー）を養

成します。 
 

＜地域における自殺対策の中心人材の養成＞ 

地域の自殺対策を推進するうえで、中心となる人材を養成することが特に重

要と捉えます。自殺対策の企画や地域特性のアセスメント、ネットワークづく

りができるよう人材養成を行います。 
 

＜保育・教育現場等への研修の充実＞ 

保育・教育現場及び民生委員・児童委員については、児童生徒の健全育成の

ための研修等の充実を図り、関係機関と連携しながら適切に対応していける体

制の整備に取り組みます。 
 

＜ゲートキーパーの養成＞ 

ゲートキーパーには、自殺リスクの早期発見、問題整理、各種支援機関との

協働、継続的な関わりなどの役割が期待されます。専門的な技術を要し、計画

的なトレーニングが必要となるため、地域や自治体におけるゲートキーパーを

養成することは重要な課題です。 

※ゲートキーパーとは 

自殺を防ぐ活動に関わる人は「ゲートキーパー（門番）」と呼ばれています。ＷＨＯ（世界保健機

構）でも使わていますが、日本においてもそのまま自殺対策の場面で呼ばれています。 

担当課：総務課 健康づくり課 こども未来課 福祉支援課 など 
 

■目標値 ベースライン（現状値） 目標値 把握方法 

「八重山圏域自殺対策 

連絡会議」への参加 
年１回 継続実施 竹富町調査 
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図表 12 自殺対策を支える人材育成の目標値 

（3） 住民への啓発と周知

自殺は本人だけの問題ではなく、誰もが当事者となり得ることについて、理

解の促進を図る必要があります。そのために、自殺予防週間及び自殺対策強化

月間を活用した啓発と周知を行います。一人ひとりの役割等について、町民の

意識が共有されるよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業に取り組みま

す。 

＜啓発と周知＞ 

効果的な自殺対策を展開するためには、地域全体で自殺に対する理解を共有す

る必要があります。町民一人ひとりが自殺を考えている人のＳＯＳサインに気づ

き、適切に対処できるよう、知識や情報の普及啓発活動をホームページやＳＮＳ

を活用し行っていきます。 

＜自殺予防週間・自殺対策強化月間＞ 

毎年 9 月 10 日は「世界自殺予防デー」と定められています。日本では毎年 9

月 10 日から始まる１週間を「自殺予防週間」と位置づけており、積極的に啓発

活動を行います。 

また、毎年 3 月は「自殺対策強化月間」とされています。特に長期休暇明けの

自殺予防など、季節による自殺リスクに対応した集中的かつ効果的な対策を実施

します。 

＜広報＞ 

悩みを抱えたときの相談先を周知し、相談することの大切さを啓発するため、

啓発冊子やパンフレットだけではなく、広報誌や公式ホームページなど様々な広

報媒体を活用し、啓発と周知を行います。 

＜インターネット＞ 

特に若年層についてはインターネット媒体に対する親和性が高いとされてお

り、各種インターネット媒体を活用して若年層に対する支援情報の周知や自殺予

防の啓発を行います。 

担当課：総務課 健康づくり課 こども未来課 福祉支援課 教育委員会教育課 

など 

図表 13 自殺対策の住民への啓発と周知の目標値 

■目標値 ベースライン（現状値） 目標値 出典 

自殺予防の普及啓発活動 年１回 年３回 こども未来課 

■目標値 ベースライン（現状値） 目標値 出典 

ゲートキーパー養成講座の

開催数 
未開催 年 1 回 こども未来課 
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図表 14 竹富町こども未来応援会議の周知 

（4） 生きることの促進要因への支援

自殺対策では、個人と社会の両方において「生きることの阻害要因（リスク）」

を減らし、「生きることの促進要因（保護）」を増やす取り組みが求められます。 

自殺リスクにつながる様々な困難を抱える人について、その人の所属や年代、

健康状態などの属性にとらわれることなく、誰もが自身のタイミングで通うこと

ができる「居場所づくり」を目指し、生きがいや楽しさを感じられる機会を創出

することで、生きることの促進要因への支援を行っていきます。 

＜心の健康づくり＞ 

自殺には当人にとって解決しがたい複雑な問題が絡んでいることから、どこに

相談したらよいのか社会資源へのアクセスを改善することが重要です。 

＜睡眠と休養＞ 

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」等の周知を図り啓発を進

めます。 
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図表 15 睡眠の推奨事項一覧 

資料：厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド 2023 

＜労働とメンタルヘルス＞ 

労働者のストレス対策については、厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」

などの周知を図り啓発を進めます。 

＜飲酒とメンタルヘルス＞ 

アルコールと自殺の関係性は非常に高く、依存症への対応だけではなく、お酒

に関する知識の普及・啓発を進める必要があります。 

＜地域とのつながり＞ 

地域の住民同士の穏やかなつきあいが自殺を防ぐと言われています。「穏やか

なつきあい」とは、気づかい合うが干渉しすぎない関係性のことを言い、深すぎ

る人づきあいは逆に自殺のリスクを高めることが知られています。 

島しょの町である本町においては、島々で独自の地域性があることから、それ

ら地域の実情を正しく把握して心の健康づくりを進める必要があります。 

＜ライフステージに応じた心の健康づくり＞ 

年齢や社会における立場などライフステージに応じて、ストレスの高いイベン

トや心身の健康を保つ要素は変化していくため、一人ひとりのライフステージに

応じた心の健康づくりを考える必要があります。

＜居場所づくり等への支援＞ 

乳幼児から高齢者まで、すべての町民を対象に余裕教室の活用も含めた安心・

安全な活動拠点（居場所）づくりを推進します。地域の人々の参画を得て、学習
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やスポーツ・文化活動、交流活動等を通して様々な世代が交流する地域の居場所

づくりを推進します。 

  担当課：総務課 政策推進課 自然観光課 健康づくり課 こども未来課 

福祉支援課 教育委員会教育課 など 

（5） 児童生徒の SOS の出し方に関する教育の推進

自殺対策基本法第１７条において、学校は児童生徒、保護者、地域住民その他の

関係者との連携を図りつつ、生きていくことの意識、困難な事態、強い心理的負担へ

の対処の仕方を身に付けるため、心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うことが努

力義務として明記されています。 

関係機関と連携し、児童生徒が直面する可能性のある様々な困難、ストレスへの

対処方法を身につけるための教育の実現に向けた環境作りを進めます。 

＜学童期からの周知と啓発＞ 

「困ったら相談する」とは変哲のない言葉ですが、どこに相談するか、誰に相

談するかは、複雑な悩みを抱える児童生徒からすると、越えることができないハ

ードルに感じられるものだと考えます。こころのＳＯＳを発信すること、相談す

ることは恥ずかしいことではないことを学童期から伝えていくことは、心の健康

づくりの基本的かつ重要なスタートです。 

また、人とのつながりを構築することや自己肯定感などは学童期までに身につ

くものであり、子どもに対する周囲の大人の関わり方が重要になります。 

・児童生徒や保護者がＳＯＳに気づき、希求行動ができるように文部科学省、県

からのパンフレット等の配布を行います。（教育委員会教育課）

・教室に入れない児童生徒等の学習指導や教育相談を行います。また、生徒指導

主任と連携し、問題行動や不登校等の実態把握、校外指導、統計資料の作成等、

教育活動の支援を行います。（教育委員会教育課）

・問題行動や様々な悩みを持つ児童生徒の健全育成を支援するために必要な事項

について相談を受け、児童生徒、教師、保護者の問題解決を支援します。

（教育委員会教育課） 

・定期的な問題行動等の実態把握、分析・考察を踏まえた未然防止及び再発防止

に係る適切な指導を通して、生徒指導の充実に務めます。（教育委員会教育課）

担当課：健康づくり課 こども未来課 教育委員会教育課 など

91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101101



102102



8050  
8050 80 50

DV 
DV

ICT 
ICT Information and Communication Technology

PDCA  
PDCA Plan Do Check Act 4

103



104



75  

CSW  
CSW

10  

3

105



9  

7

106



15 64

9 10

65 74  

107



108



ADHD

109



1 65

110



1 65

65

111



112112



113113



114114



115115



116116

図表　計画策定の主な経緯・スケジュール
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